
1

平成２２年度 大東市教育委員会

１２月 定 例 会 会 議 録

１．開催年月日

平成２２年１２月１５日（水） 午後３時００分～午後４時３０分

２．開催場所

大東市教育委員会会議室

３．出席者（５名）

・教育委員長 小南 市雄

・教育委員長職務代理者 小倉 秀夫

・教育委員 金林 良子

・教育委員 花田 眞理子

・教育長 中口 馨

４．出席説明員（１４名）

・学校教育部長 中岡 亘

・学校教育部指導監兼教育研究所長 山本 克

・生涯学習部長 亀岡 治義

・生涯学習部総括次長兼生涯学習課長 中田 のぶ子

・学校教育部教育政策室課長 渡部 直実

・学校教育部教育政策室課長 品川 知寛

・学校教育部学校管理課 中西 均

・学校教育部教育政策室課長参事 植木 眞一郎

・学校教育部教育政策室課長参事 橋本 芳登

・学校教育部教育政策室課長参事

兼北条青少年教育センター所長 辻岡 博

・学校教育部教育政策室主幹

兼野崎青少年教育センター所長 尾崎 光洋

・生涯学習部スポーツ振興課長 植田 栄一

・生涯学習部スポーツ振興課長参事 小島 弘巳

・学校教育部教育政策室上席主査 佐々木 由美
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５．議事日程

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 教委議案第２４号

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事異動基本方針について

日程第３ 一般業務報告

６．議案書

教委議案第２４号

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事基本方針について

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事基本方針について、次の

とおり決定する。

平成２２年１２月１５日提出

大東市教育委員会

教育長 中口 馨

理 由

市民の教育に対する要望に応え、学校教育の健全な発展を期すべく、

組織的・機能的な学校運営と教職員の教育意欲・資質の向上をめざして、

適切な人事管理のもとに教職員組織の充実を図るため。
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【資料】

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事基本方針

平成２２年１２月１５日制定

大 東 市 教 育 委 員 会

豊かな心と確かな学力を育む教育活動を展開し、２１世紀を担う人材育成を推進するために、下

記の事項に重点をおいて適正な人事を行う。

１ 各学校の教育目標の達成を図るため、全市的視野に立ち、適材を適所に配置する。

２ 児童生徒数の増減および各校の実情を踏まえた適切な定数管理のもとに、計画的に人事異動を

行う。

３ 教職員としての経験を豊かにし、力量を高めるため、配置換および地区内異動等の人事を積極

的に進める。

４ 新規採用の教職員については、豊かな人間性と教育に対する熱意を有する人材の育成に努める。

５ 校長・教頭等については、その職責にふさわしい高い識見と指導力を備えた人材の登用に努め

る。

６ 人事の刷新を図るため、退職勧奨制度の趣旨の周知に努める。
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【資料】

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取扱要領

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事は、「大東市立小・中学校人事基本方針」に基づき、

大阪府・北河内地区各市教育委員会との密接な連携のもと、次の事項に重点を置き、計画的に行う

ものとする。

１．教職員の人事について

（１）過欠員の調整

児童・生徒数の増減等に基づく定数事情を勘案の上、計画的な配置換および広域異動（以下

「異動等」という。）を行い、効率的な過欠員の調整を図る。

（２）教職員構成の適正化

① 各学校における教職員の構成については、年齢別、性別、担当教科別、学校課題等を勘案

するとともに、各分野の推進力となる教職員を適正に配置するように留意する。

特に、小学校の統合に係る人事配置については、新校における教育活動がスムーズに行え

るよう配慮する。

② 「大東市人権教育基本方針」等の趣旨を踏まえ、同和教育、支援教育、在日外国人教育等、

人権尊重の教育を推進する人材とともに学校の教育課題に対応する人材を学校の実情に応じ

て配置に考慮する。

なお、在外教育施設等への派遣経験者や様々な人事交流の経験者の配置については、それ

ぞれ経験した教育活動が活かされるよう配慮する。

（３）学校の活性化を図る人事の推進

学校長の経営方針のもと、魅力ある学校づくりの推進を図るとともに、教職員の意

欲の向上を図る人事を推進する。

（４）市町村間等における人事交流の推進

異動等を行うに当たっては、市町村間、他府県及び異なる校種等、様々な人事交流

を積極的に推進する。

（５）新規採用教職員の人事

新規採用教職員については、資質向上の観点から、適正な配置となるよう考慮する。

また、異動に当たっては、様々な教育活動を経験できるよう人事交流を積極的に推

進する。
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（６）首席・指導教諭の配置

首席及び指導教諭の配置については、学校の実情、課題等を勘案の上、学校運営体

制・機能の充実または教職員の指導力の向上を図るため、計画的に行う。

（７）異動の対象者

① 新規採用者

現任校において４年以上勤務する者。ただし、最長６年を目途とする。

② ①以外の者

現任校において７年以上勤務する者。ただし、最長１０年を目途とする。

・現任校における勤務年数が 7 年未満の者で、校長の意見具申を受け市教育委員会が内申

し、その内申に基づき大阪府教育委員会が異動することが適当であると認めた者を異動

の対象者とする。

・現任校における勤務年数が１０年以上の者で、校長の意見具申を受け市教育委員会が内

申し、その内申に基づき大阪府教育委員会が引き続き勤務させることが必要であると認

めた者は異動の対象者としない。

２．校長および教頭の人事について

校長および教頭の任用・異動等については、学校運営上の能力等を十分考慮するとと

もに学校の実情や地区人事協議会の協議を勘案の上、「特色ある学校づくり」を推進するため、適

材を適所に配置する。

３．女性教職員の人事について

（１）各学校における主任等の任命に当たっては、女性教職員の活用を計画的に進める。

（２）女性教職員の人事に当たっては、母性保護の観点に十分留意する。

４．教職員の退職について

年度末に退職する教職員等の退職手当に関する優遇措置の適用については、その趣旨

の周知徹底を図る。
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【資料】

大東市立小・中学校教職員人事取扱要領 新旧対照表

新 旧

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取

扱要領

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事

は、「大東市立小・中学校人事基本方針」に基づ

き、大阪府・北河内地区各市教育委員会との密

接な連携のもと、次の事項に重点を置き、計画

的に行うものとする。

１．教職員の人事について

（１）過欠員の調整

同 右

（２）教職員構成の適正化

① 各学校における教職員の構成について

は、年齢別、性別、担当教科別、学校課

題等を勘案するとともに、各分野の推進

力となる教職員を適正に配置するように

留意する。

特に、小学校の統合に係る人事配置に

ついては、新校における教育活動がスム

ーズに行えるよう配慮する。

平成２２年度大東市立小・中学校教職員人事取

扱要領

平成２１年度末平成２２年度当初大東市立

小・中学校教職員人事は、「大東市立小・中学校

人事基本方針」に基づき、大阪府・北河内地区

各市教育委員会との密接な連携のもと、次の事

項に重点を置き、計画的に行うものとする。

１．教職員の人事について

（１）過欠員の調整

児童・生徒数の増減等に基づく定数事情

を勘案の上、計画的な配置換および広域異

動（以下「異動等」という。）を行い、効率

的な過欠員の調整を図る。

（２）教職員構成の適正化

① 各学校における教職員の構成について

は、年齢別、性別、担当教科別、学校課

題等を勘案するとともに、各分野の推進

力となる教職員を適正に配置するように

留意する。
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新 旧

② 「大東市人権教育基本方針」等の趣旨

を踏まえ、同和教育、支援教育、在日外

国人教育等、人権尊重の教育を推進する

人材とともに学校の教育課題に対応する

人材を学校の実情に応じて配置に考慮す

る。

なお、在外教育施設等への派遣経験者

や様々な人事交流の経験者の配置につい

ては、それぞれ経験した教育活動が活か

されるよう配慮する。

（３）学校の活性化を図る人事の推進

学校長の経営方針のもと、魅力ある学校

づくりの推進を図るとともに、教職員の

意欲の向上を図る人事を推進する。

（４）市町村間等における人事交流の推進

異動等を行うに当たっては、市町村間、

他府県及び異なる校種等、様々な人事交

流を積極的に推進する。

（５）新規採用教職員の人事

新規採用教職員については、資質向上の

観点から、適正な配置となるよう考慮する。

また、異動に当たっては、様々な教育活

動を経験できるよう人事

交流を積極的に推進する。

② 「大東市人権教育基本方針」等の趣旨

を踏まえ、同和教育、支援教育、在日外

国人教育等、人権尊重の教育を推進する

人材とともに学校の教育課題に対応する

人材を学校の実情に応じて配置に考慮す

る。

（３）学校の活性化を図り、教職員の意欲を高

める人事の推進

学校長の経営方針のもと、特色ある学校

づくりの推進を図るとともに、教職員の

意欲の向上を図る人事を推進する。

（４）市町村間等における人事交流の推進

異動等を行うにあたっては、市町村間等

における人事の交流を積極的に推進す

る。
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新 旧

（６）首席・指導教諭の配置

同 右

（７）異動の対象者

① 新規採用者

現任校において４年以上勤務する者。

ただし、最長６年を目途とする。

② ①以外の者

現任校において７年以上勤務する者。

ただし、最長１０年を目途とする。

・現任校における勤務年数が 7 年未満の者

で、校長の意見具申を受け市教育委員会が

内申し、その内申に基づき大阪府教育委員

会が異動することが適当であると認めた者

を異動の対象者とする。

・現任校における勤務年数が１０年以上の

者で、校長の意見具申を受け市教育委員会

が内申し、その内申に基づき大阪府教育委

員会が引き続き勤務させることが必要であ

ると認めた者は異動の対象者としない。

（５）首席・指導教諭の配置

首席及び指導教諭の配置については、学

校の実情、課題等を勘案の上、学校運営

体制・機能の充実または教職員の指導力

の向上を図るため、計画的に行う。

（６）異動の対象者

① 新規採用者

現任校に４年以上勤務する者について

は、６年を目途として計画的に異動等を

行う。

② ①以外の者

現任校において７年以上勤務する者に

ついては、１０年を目途として計画的に

異動等を行う。
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新 旧

２．校長および教頭の人事について

校長および教頭の任用・異動等については、

学校運営上の能力等を十分考慮するととも

に学校の実情や地区人事協議会の協議を勘

案の上、「特色ある学校づくり」を推進する

ため、適材を適所に配置する。

３．女性教職員の人事について

（１） 同 右

（２） 同 右

４．教職員の退職について

同 右

２．校長および教頭の人事について

校長および教頭の任用・異動等について、

学校運営上の能力等を十分考慮するととも

に学校の実情を勘案の上、地区人事協議会

において、「特色ある学校づくり」を推進す

るため、適材を適所に配置する。

３．女性教職員の人事について

（１）各学校における主任等の任命に当たって

は、女性教職員の活用を計画的に進める。

（２）女性教職員の人事に当たっては、母性保

護の観点に十分留意する。

４．教職員の退職について

年度末に退職する教職員等の退職手当に

関する優遇措置の適用については、その趣

旨の周知徹底を図る。

７．一般業務報告

【内 容】

１．「大東市支援学級親の会補助金交付要綱」の改正について

２．平成２３年成人式の実施について

３．第９０回全国高校ラグビーフットボール大会の出場について

４．中学校デリバリーランチの中間報告について

５．平成２３年度学校教育部、生涯学習部の事業仕分けの結果について

６．会議録
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小南委員長

中岡部長

小南委員長

植木課長参事

ただ今から、平成２２年大東市教育委員会１２月定例会の開

催に先立ち、委員の出席状況について報告を求めます。

本日の委員出席状況は全員でございます。

報告のとおり、定足数に達していますので、ただ今から平成

２２年大東市教育委員会１２月定例会を開催いたします。

日程第１ 本日の定例会の会議録署名委員指名を行います。

会議録署名委員は、会議規則第６条第２項の規定により、委員

長において「小倉委員」を指名いたします。

それでは、議事に入らせていただきます。

日程第２ 教委議案第２４号「平成２３年度大東市立小・中

学校教職員人事異動基本方針について」説明を求めます。

それでは、教委議案第２４号 平成２３年度大東市立小・中

学校教職員人事基本方針の決定について議決を求めるものでご

ざいます。

提案理由といたしまして、市民の教育に対する要望に応え、

学校教育の健全な発展を期すべく、組織的・機能的な学校運営

と教職員の教育意欲・資質の向上をめざして、適切な人事管理

のもとに教職員組織の充実を図るためでございます。

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事基本方針は、豊

かな心と確かな学力を育む教育活動を展開し、２１世紀を担う

人材育成を推進するために、６つの重点事項に基づき適正な人

事を行いたいと考えております。

１点目、各学校の教育目標の達成を図るため、全市的視野に

立ち、適材を適所に配置する。

２点目、児童生徒数の増減および各校の実情を踏まえた適切

な定数管理のもとに、計画的に人事異動を行う。

３点目、教職員としての経験を豊かにし、力量を高めるため、
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植木課長参事

小南委員長

花田委員

植木課長参事

花田委員

植木課長参事

配置換および地域内異動等の人事を積極的に進める。

４点目、新規採用の教職員については、豊かな人間性と教育

に対する熱意を有する人材の育成に努める。

５点目、校長・教頭等については、その職責にふさわしい高

い識見と指導力を備えた人材の登用に努める。

６点目、人事の刷新を図るため、退職勧奨制度の趣旨の周知

に努める。以上６点を重点事項といたします。

次に、この方針を踏まえた具体は、大東市立小・中学校教職

員人事取扱要領に示しております。

【資料】「大東市立小・中学校教職員人事取扱要領」新旧対

照表について説明。

・・・・別紙資料のとおり・・・・

以上、平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事基本方針と

大東市立小・中学校教職員人事取扱要領について提案させてい

ただきます。何卒ご審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいま、「平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事異

動基本方針について」説明がございました。ご意見、質問等は

ありませんか。

小・中学校教職員人事取扱要領は毎年度改正するのでしょう

か。

毎年大阪府からの要領を受けまして、市で改正することにな

ります。

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取扱要領の（２）

①の後ろ２行の「特に、小学校の統合に係る人事配置について

は、新校における教育活動がスムーズに行えるよう配慮する。」

を加えておりますが、統合がない場合は削除するのでしょうか。

協議にもよりますが、必要のないものは削除する考えでおり
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花田委員

山本指導監

小南委員長

小倉委員

植木課長参事

小南委員長

金林委員

植木課長参事

ます。

もう一つ、平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取扱

要領の（７）の２．校長および教頭の人事についてですが、新

旧を比較しますと、旧の方は、「学校の実情を勘案の上、地域

人事協議会において、」配置すると分かるのですが、新の方は、

「学校の実情や地域人事協議会の協議を勘案の上、」一体どな

たが、どこで配置を決定するのでしょうか。

校長および教頭の人事につきましては、市の教育委員会が内

申を挙げて、府の教育委員会が決定いたします。内申を挙げま

すのは、市の教育委員会ですので、内申の主体は、市教育委員

会となります。そのなかで、学校の実情と地域人事協議会の意

見を考慮しながら配置を進めていくことになります。

他に質問等ございませんか。

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取扱要綱の１．

（２）の②の「なお、在外教育施設等への派遣経験者や様々な

人事交流の経験者の配置について」とありますが、人数的には

どの位配置されているのでしょうか。

２名在外教育施設で勤務しております。今年も来年度派遣へ

の試験を受け、１名海外施設への派遣が決定しております。

他に質問等ございませんか。

平成２３年度大東市立小・中学校教職員人事取扱要綱の１．

（３）学校の活性化を図る人事の推進内の旧が「特色ある学校

づくり」新が「魅力ある学校づくり」となっておりますが、ど

の様な経緯でなったのか教えて頂けますか。

大阪府の変更に準じておりますが、「特色のある学校づくり」

も大事なことですが、子どもが学校に行きたいと思える「魅力

のある学校づくり」が最も大事なことでありますので、変更い
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小南委員長

渡部課長

小南委員長

中田総括次長

たしております。

他に質問等ございませんか。

・・・・質問等なし・・・・

それでは、採決を取らせていただきます。「平成２３年度大

東市立小・中学校教職員人事異動基本方針について」賛成の方

は挙手をお願いいたします。

―全員、挙手―

ただ今提案のあった議案については、全員一致により原案の

とおり可決いたします。

次に、日程第３ 一般業務報告を各課より報告お願いいたし

ます。

教育政策室より「大東市支援学級親の会補助金交付要綱」を

全面改正いたしましたので、ご報告いたします。

改正点につきましては、特別支援教育の開始に伴いまして、

養護学級を支援学級に改めるものでございます。昨年度に改正

する予定でしたが、親の会の名称変更手続きが出来ておらず、

今年度に名称変更が完了いたしましたので、「大東市支援学級

親の会補助金交付要綱」も改めたものでございます。

また、大東市補助金交付規則が平成１２年に改正されており

ますので、それも含めまして、全面的な改正をいたしたもので

ございます。

この件につきまして、質問、意見等ございませんか。

・・・・質問、意見等なし・・・・

次に、生涯学習課よりご報告いたします。来年１月１０日、

「成人の日」の式典を開催いたします。ご出席のほどよろしく

お願いいたします。

今年度の対象者につきましては、１，３３８名でございます。
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教育長

中田総括次長

植田課長

中西課長

続きまして、１月１６日、日曜日に子ども会駅伝大会を実施

いたします。ご出席のほどよろしくお願いいたします。

何か質問等ございませんか。

昨年度の成人対象者は何人ですか。

昨年度の対象者は、１，２７８名でございます。

次に、スポーツ振興課からご報告いたします。大阪桐蔭高等

学校のラグビー部が、「第９０回全国高校ラグビーフットボー

ル大会」に出場されます。一回戦は、１２月２８日（火）午後

１２時３０分から花園ラグビー場の第３グランドで愛知県の旭

野高校と対戦を行います。勝ち進みますと、２回戦は、１２月

３０日午前１０時１５分第１グランドで、３回戦は、１月１日

午後２時１５分から第３グランドでの開始となります。応援の

ほどよろしくお願いいたします。

続きまして、１２月５日に開催いたしました大東市民マラソ

ン大会に委員の皆様方には、お忙しい中ご出席賜りましてあり

がとうございました。また、委員長様には、開会式でご挨拶を

いただきありがとうございました。当日は、天候にも恵まれ、

参加者の内５０８名が完走されましたことをご報告申しあげま

してお礼とさせていただきます。ありがとうございました。

次に、学校管理課から中学校のデリバリーランチについて、

中間報告させていただきます。１０月３日から１１月３０日ま

で約２か月間４中学校において、デリバリーの試行を行いまし

た。その結果約２％弱の利用数でございました。中間アンケー

トの結果でございますが、一食４００円が高い、お弁当を受け

取るのに時間がかかり、翌日の注文を行うと休憩時間が短くな

るという意見がありました。

業者の方からは、朝の登校時にその日の予約を受けた方が食
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中田総括次長

品川課長

小南委員長

金林委員

小南委員長

数が伸びるのではないかという意見をいただきました。ただし、

それを実行するには、学校側の協力か、行政の公費による補助

が必要でないか、それでなければ今回の条件で施行すれば採算

が取れないという意見でした。

昨日最終アンケートを各中学校に送っております。今月の２

４日に回収して、年内に結果をまとめたいと思っております。

次に、１２月１２日市民会館４階にて実施されました事業仕

訳について、ご報告いたします。

生涯学習課の所管事業ですが、「自主事業」が事業仕訳の対象

となり、コーディネーター判定と市民判定共に「見直し」とい

う結果をいただきました。

続きまして、教育政策室の所管事業ですが、「国語力向上事

業」と教育相談事業を始めとする不登校、適用指導教室の事業

を一つにまとめた「相談事業」が事業仕訳の対象となり、その

結果につきましては、国語力向上事業は、コーディネーター判

定が「継続」市民判定が「見直し」となり、相談事業は、コー

ディネーター判定、市民判定共に「継続」「見直し」の半々の

判定となっております。

他に報告、質問、意見はございませんか。

広報だいとう１２月号で、ICT 活用の授業がトップに掲載さ

れており、大東市の教育の現状がアピールできたのではないか

と思います。これからも広報活動することで、充実している大

東市の小中学校をアピールしていただきたいと思います。

他に質問意見はございませんか。

それでは、私から二つ意見としてお伝えします。

一つは、学校でいじめに関するアンケートが行われましたが、

家庭内での虐待、暴力の事象が０才から小学生の間で去年約２
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４０件、内小学校関係では約６０件、１/３は解決しており、２

/３は未解決というデータがあります。

学校施設においては、児童虐待等は早期発見をという条文に

基づき、教育委員会、学校におかれましても、地域にアンテナ

を張って、家庭と協力して、解決をしていただきたいと思いま

す。

もう一つは、大東市教育委員会のビジョンと青少年協会の倫

念がほとんど共通しています。子どもは、学校と社会の両方で

成長すると思われますので、生涯学習においても積極的に

取り組みをしていただきたく思っております。

他に質問、意見はありませんか。

・・・・・全員、質問、意見なし・・・・

それでは、１２月の教育委員会定例会は閉会とさせていただ

きます。

どうもありがとうございました。

平成２３年 １月 １２日

小南委員長

小倉委員


